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賃貸住宅管理業法の施行状況についてご説明いたします。

令和2年に制定されました賃貸住宅管理業法制定の社会的背景ですが、国民全体の賃貸住宅への
志向が高まる中、オーナーの高齢化等により管理業者に管理を委託するオーナーが増加したこと
や、サブリース方式に関するトラブルが多発化し、社会問題化したということが法制定時の社会
的背景としてありました。【図1】

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第６０号）
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○ 賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、今後も我が国
の生活の基盤としての重要性は一層増大。
○ 一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心であったが、近年、オーナーの高
齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオー
ナーが増加。
○ さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”も増加。
○ しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリー
ス方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化。

背景・必要性

平成４年度から令和5年度までの約30年間で、管理業務を業者に委託するオーナーは大きく増加
しております。また、賃貸住宅の委託管理の増加に伴い、管理業者、サブリース業者に関する消
費者相談件数も一貫して増加しているという状況です。【図2】

賃貸住宅管理業法の施行状況について

国土交通省　不動産・建設経済局　参事官（不動産管理業）付　課長補佐　髙城　辰哉
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【図２】

賃貸住宅管理業を取り巻く状況

賃貸住宅所有者（オーナー）の属性の変化

所有する賃貸住宅の管理方法

＜出典＞
・平成４年度貸家市場実態調査（住宅金融公庫（当時））

より国土交通省において作成
・国土交通省令和5年度賃貸住宅管理業務等に関するアンケート調査
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＜出典＞
・全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に寄せられた苦情・相

談件数をもとに国土交通省において作成
（注） PIO-NET詳細検索（賃貸and（アパートorマンションor住宅）and

（管理会社or管理業者））による抽出件数

○ 管理業務を自ら全て実施する者が大きく減少。
75.0%（平成4年度）→ 28.8%（令和5年度）

○ 管理業務を業者に委託するオーナーが大きく増加。
25.0%（平成4年度）→ 71.2%（令和5年度）

〇 管理業者、サブリース業者等について、消費生活
センターに寄せられた相談件数は一貫して増加。

3,785件（平成26年度）
→ 11,359件（令和5年度）

このような状況を踏まえて、賃貸住宅管理業法が令和2年に成立しました。サブリース事業者に
対する規制の創設と、賃貸住宅管理業に関する登録制度の創設の2つが柱になっております。サ
ブリース事業者への行為規制では、全てのサブリース業者に一定の規制を導入、勧誘を行う者も
規制の対象、違反者に対しては業務停止命令等が措置されました。
登録制度の創出ですが、委託を受けて200戸以上の賃貸住宅管理業を営むには登録が義務づけら
れ、業務を行う際は、業務管理者の配置、重要事項説明等が必要となりました。
そして、法制定時の附則におきまして、この法律の施行後3年間を経過した場合において、この
法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果について必要な措
置を講ずるものということが決められており、国土交通省におきまして、法の施行状況を踏まえ
た検討を行っているところです。【図3】

017-024_特集3_賃貸住宅管理業法の施行状況について.indd   18017-024_特集3_賃貸住宅管理業法の施行状況について.indd   18 2025/07/07   16:522025/07/07   16:52



19

RETIO.  NO.138  2025年夏号

法律が施行されてからの施行状況についてのデータですが、令和3年6月に賃貸住宅管理業法の
登録制度が施行されまして、その後、登録のほうは順調に増えております。登録が法律で義務づ
けられているのは、200戸以上管理する業者になりますが、この義務づけされた業者以外にも、
200戸未満の業者でも任意登録されている方々が多くいらっしゃいます。令和6年12月31日現在
で合計9,786件の登録があります。【図４】

令和6年12月31日現在
9,786件件
令和6年12月31日現在

0

1,587

3,240

4,574

6,863

8,414
8,754 8,943

9,116 9,247 9,375 9,4829,578

9,682 9,786

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

R3.6 R3.9 R3.12 R4.3 R4.6 R4.9 R4.12 R5.3 R5.6 R5.9 R5.12 R6.3 R6.6 R6.9 R6.12

登録件数

（累積）

賃貸住宅管理業登録事業者数の推移 （令和６年12月31日時点）

R4.6.15 
移行期間満了

〇 令和３年６月から賃貸住宅管理業法の登録制度が施行され、２００戸以上を管理する賃貸住
宅を営んでいる者は登録が義務化。
〇 令和４年６月から法の施行時において既に賃貸住宅管理業を営んでいた者についても登録が義務。
〇 登録業者は一貫して増加傾向。

【図３】

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第６０号）

施行期期日日
１．サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
：令和2年12月15日

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設：令和３年6月15日

１．サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約
の適正化に係る措置

（１） 不当な勧誘行為の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約（マスターリース契
約）勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす
事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止
（２） 誇大広告等の禁止
マスターリース契約の条件について広告するときは、家賃支払、契約
変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際のも
のよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示を禁止
（３） 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面
を交付して説明

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

（１） 賃貸住宅管理業の登録
  委託を受けて賃貸住宅管理業務（賃貸住宅の維持保全、金
銭の管理）を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣
の登録を義務付け※管理戸数が200戸未満の者は任意登録
（２） 賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
  ① 業務管理者の配置
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置

  ② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付し
て説明

  ③ 財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

  ④ 定期報告

（検討）第五条 政府は、この法律の施行後三年を
経過した場合において、この法律の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

○ 賃貸住宅における良好な居住環境の確保を
図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全
な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者
の登録制度を創設。

○ トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース
業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入。
○ サブリース業者と組んで勧誘を行う者（勧誘者）
も、勧誘の適正化のため規制の対象とする。
○ 違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措
置により、実効性を担保。
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賃貸住宅管理業法では、登録業者に対して営業所ごとに業務管理者の設置を義務づけております
が、この資格要件を満たす者は現在10万人を超えているという状況です。業務管理者の資格要件
としては、法施行後の新たな賃貸不動産経営管理士試験に合格し、2年以上の実務経験を有する
者など、3つのルートがあります。【図5】

賃貸住宅理業法の登録・講習等の状況  （令和６年12月31日時点） 

■賃貸住宅管理業の登録 ■業務管理者に必要な講習の修了者数等 (R6.12.31時点)

登録件数
9,786件

うち 電子申請
6,932件 (約71%)

  書面申請 
2,854件 (約29%)

■業務管理者に必要な試験・講習
(1)旧・賃貸不動産経営管理士：

「移行講習」修了（R4.6まで）
(2) 宅地建物取引士：

「指定講習」修了＋実務経験２年以上
(3) 新・賃貸不動産経営管理士：

「登録試験」合格＋実務経験２年以上

(1) 賃貸住宅管理業とは
オーナーの委託により、賃貸住宅の
「①維持保全」・「②①と併せた家賃等の金銭管理」等を行う事業
※サブリース事業者も、これに該当すれば登録対象
※維持保全を行わない事業者は登録の対象外

(2) 賃貸住宅管理業の登録
・管理戸数200戸以上の事業者は、国土交通大臣への登録が必要

旧・賃貸不動産経営管理士向け
(※R4.6.15に終了）
「移行講習」の修了者数
67,493 名

うち「登録手続き」完了者数 67,462名(b)

「登録試験」の合格者数 34,268 名
      うち「登録手続き」完了者数   18,165 名（a)

宅地建物取引士向け
「指定講習」の修了者数

15,957 名(c)

新・賃貸不動産経営管理士試験・・・R3年度より毎年11月に実施

合計 101,584 名

年度 受験者数 合格者数 合格率
R3 32,459名 10,240名 31.5%
R4 31,687名 8,774名 27.7%
R5 28,299名 7,972名 28.2%
R6 30,194名 7,282名 24.1%

業務管理者の資格要件を満たす者 (a+b+c)

〇 営業所ごとに設置が義務付けられる業務管理者の有資格者数は年々増加。
〇 業務管理者の資格要件は、以下の３つのルート。資格要件を満たす者は現在10万人を超える。
・新たな賃貸不動産経営管理士試験に合格し、2年以上の実務経験を有する者
・かつての賃貸不動産経営管理士の資格を持ち、移行講習を修了した者
・宅地建物取引士で指定講習を修了し、2年以上の実務経験を有する者

賃貸住宅管理業法施行後の効果

○ 賃貸住宅のオーナーとサブリース業者との、トラブル経験割合は法施行後減少傾向。

○ 賃貸住宅のオーナーと管理業者とのトラブル経験割合も減少傾向。

オーナーとサブリース業者・管理業者とのトラブル経験
（賃貸住宅の家主（オーナー）へのアンケート調査から）

サブリース業者

管理業者

※ 国土交通省令和元年・５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成

令和元年と令和5年に、国土交通省が賃貸住宅のオーナーに対して実施したアンケート結果を比
較しております。法律ができる前と法施行後で、サブリース事業者との間のトラブル、賃貸住宅
管理業者との間のトラブル、それぞれオーナーの実感として、トラブル経験割合は顕著に減少し
ているという結果になっており、法施行の効果が表れているのではないかと考えられます。【図6】
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登録が義務づけられている業者は管理戸数200戸以上の業者ですが、登録業者の約3割は、管理
戸数200戸未満の業者、任意登録の業者という形になっております。こういった任意登録業者に
つきましても、一旦登録いただきますと、200戸以上の業者と同様に、業務管理者の選任等の法
令上の義務づけがかかるという形になっております。国土交通省としましては、今後、この200
戸未満の業者に対して、引き続き任意登録を積極的に呼びかけ、任意登録業者数を増やしてまい
りたいと考えております。【図７】

令和４年度より、賃貸住宅管理業法に基づく立入検査を実施しております。令和４年度、5年度
ともに過半数の事業者において不適正な状況が確認されたという結果になっておりますが、内容
を見ますと、形式的な不備が多く、地方整備局等が立入検査した際に是正指導を丁寧に行い、そ
の結果、全て改善が確認されており、行政指導にとどまっているという状況です。【図８】
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○ 登録業者の約3割は、登録義務の無い管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業者。
○ 登録された賃貸住宅管理業者は、法令で求められる、「業務管理者の選任」、「管理受託契約の締
結前の書面の交付(重要事項説明)」、「財産の分別管理」、「委託者への定期報告」等の義務が発生。

※国土交通省に電子申請された登録業者数をもとに作成（令和４年）

令和５年度 全国一斉立入検査結果

指導件数

○ 法令の周知、改善の促進を主な目的として全国179社※に対して立入検査を実施。
（令和４年度97社）、うち106社に是正指導を行った。（令和４年度59社）。
○ 検査の結果、過半数の事業者において不適正な状況を確認したが、全体的には形式的な不備が
多く、全て改善が確認されているため行政指導にとどまっている。

   ※ 賃貸住宅管理業のみを行っている事業者は87社、賃貸住宅管理業を行い、かつ特定転貸事業者
（サブリース業者）でもある事業者は89社、賃貸住宅管理業を行っていない特定転貸事業者は３社。

※※ササブブリリーースス業業者者にに対対すするる規規制制
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令和5年度に国土交通省が実施しました調査結果に基づき、オーナーとサブリース業者とのトラ
ブル類型をまとめております。家賃の見直しなどの条件変更、修繕の箇所や費用負担など、契約
締結時の業者とオーナーとの間の契約内容に関する認識の齟齬によるトラブルが多いのではない
かと考えられる結果となっております。国土交通省としましては、サブリース業者に対して、契
約締結時のより丁寧な説明を求めるとともに、オーナーに対しましても、契約内容をよく確認す
ることなどについての理解の促進を図ってまいりたいと考えております。【図9】

賃貸住宅管理業法における今後の検討事項①

○ サブリース業者とのトラブルの主な内容は、「家賃の見直しなどの条件変更」、「修繕の箇所や費用負
担」、「物件の収入や費用、契約内容の変更についての不十分な説明」など、オーナーとサブリース業
者とのトラブルが一定割合存在。

オーナーとサブリース業者とのトラブルの内容
（賃貸住宅の家主（オーナー）・サブリース業者へのアンケート調査から）

賃貸住宅のオーナーへのアンケート サブリース業者へのアンケート

※ 国土交通省令和５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成

※トラブル有と回答したオーナーを対象
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オーナーと賃貸住宅管理業者とのトラブル類型をまとめております。管理業者とのトラブル内容
ですが、「管理業者がどこまで対応してくれるのかよく分からない」というのがオーナー側のト
ラブルの第1位となっておりまして、管理業者に対して標準的に求めるべき管理水準がオーナー
にとって不明確な状況になっているということが考えられます。
また、オーナーが管理業者に期待することとして、契約締結時に賃貸不動産経営管理士等の専門
家から十分な説明を行うことが第1位となっておりまして、管理業務の知識・経験を有する賃貸
不動産経営管理士をはじめとする業務管理者を、現場においてより積極的に活用していくことが
必要なのではないかと考えられる結果となっております。【図10】

管理業者とのトラブルに関して有効と思われる防止策管理業者とのトラブルの内容

○ 管理業者とのトラブルの主な内容は、「管理業者がどこまで対応してくれるか不明」、「入居者への説
明・対応が不十分」、「賃料・敷金の入金の遅延」など。賃貸住宅のオーナーは管理業者に対して「家
賃・費用等の契約内容を専門的知識を持つ者からの説明」、「契約締結時の十分な説明」などを期待。

オーナーと管理業者とのトラブルの内容・防止策（賃貸住宅の家主（オーナー）へのアンケート調査から）
賃貸住宅管理業法における今後の検討事項②

※ 国土交通省令和５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成
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令和5年度に国土交通省が実施したアンケート結果による、業務管理者が実際に実施している主
な業務です。業務管理者は、賃貸住宅管理業法上は管理業務全般の管理・監督を行うということ
が定まっておりますが、法令で定まっている業務以外の重要事項説明や書面交付、契約締結など
の重要な場面で業務管理者が活躍するということが実際に行われておりまして、今後とも業務管
理者に対するニーズが質及び量ともに高まっていくのではないかと考えられるデータとなってお
ります。【図11】

業務管理者が実施している主な業務

賃貸住宅管理業法における今後の検討事項③

※ 国土交通省令和５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成

○ 賃貸住宅管理業者は、従業員が行う管理業務等の指導・監督を行うために必要な知識及び能力等
の一定の要件を備える者（業務管理者）をその営業所又は事務所ごとに一人以上選任し、当該者に
一定の事項についての管理及び監督を行わせなければならない。
○ 業務管理者は、賃貸住宅管理業法で求められている「管理業全般の管理・監督」以外にも、管理業
務の知識・経験が豊富な者として、「重要事項説明・交付」、「契約の締結・更新・解約」などの重要な
場面での業務が求められている。

最後に、賃貸住宅管理業のさらなる質の向上に向けましては、より良いサービスを提供する質の
高い管理業者が賃貸住宅市場で選ばれる環境を整備していくことが重要と考えております。法に
基づき登録されている管理業者につきましては、国の指導監督の下、一定の質が確保されている
と考えられますので、賃貸住宅市場において登録業者の活用をより一層推進していくことが重要
と考えております。また、管理戸数が200戸未満の管理業者には登録義務はありませんが、任意
登録をより積極的に働きかけ、任意登録業者数の増加を図っていくことで、市場全体における登
録業者の数を増やしていきたいと考えております。また、登録事業者の質の向上につきましては、
賃貸不動産経営管理士をはじめとした業務管理者をさらに積極的に活用していくということが重
要と考えられますので、そのための具体的な方策を検討してまいりたいと考えております。加え
て、未登録業者も含めた賃貸住宅管理業全体の質の向上のためには、管理業者の提供するサービ
ス内容が分かりやすく「見える化」されていることが重要と考えられますので、今後、どういっ
た具体的な方策が考えられるかを、業界団体とも連携しつつ、検討してまいりたいと考えており
ます。
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